
制
-
奥
村
怜
担
を
L
て
段
取
旬
、
、
と
を

l
-軍
せ
し
め
一

ガ
ツ
ネ
ワ
畢
袋
門
大
明
寺
務
U
2
u
m
世
間
師

l
一

ガ
ツ
コ
ウ
ガ
生
ゴ
ヨ
ウ
畢
綬
方
御
用

聞
凶
泊

一
じ
た
寺
捜
で
あ
ら
・句
，。

た
町
、
mv従
容
は
旬
思
想
謹
一
男
・
肋
世
田
司
隠
限
之
、川
と

一
穴
埋
ま
掃
の
早
綬
は
、
初
め
之
青
明
間
関
と
い
ひ
・

一
術
的
宣
政
三
年
イ
月
ヒ
日
初
め
で
不
純
和
平
法
則
に

一

カ
ツ
hm
イ

癌
策

l
f
ノ
ヨ

シ

鈎

吉

o

謀
っ
て
、
靴
製
を
官
陀

L
、
殺
腕
世
一史
法
L
。
験
悼
伸

一
前
川
利
一
中
の
時
天
保
十

一
年
配
月
部
侠
M
m
m
の
出
院
尽
絞
方
御
川
武
尽
絞
殺
帯
青
命
じ
、
四
年
二
月
佐
臨

-

カ
ツ
ダ
エ
イ
ゾ
ウ

勝
田
一
武
三

羽
咋
部
な
る
泌

を
附
加
し
、
現
桜
依
式
を
m
u
へ
た

o
mに
之
を
天
保
に
於
い
て
、
防
悶
江
守
民
附

・
竹
内
川
湖
一

-人
に
粁
勘
兵
川
州
出
資
に
武
円
吋
校
方
御
川
烈
長
方
栄
都
青
命
府
側
凹
町
村
の
花
伝
で
、
佐川
T
U姓
と
な
っ
た
。
・
て

寸
如
干
の
円
山
中
制
倍
加
聞
と
腐
ナ
る
o
こ
の
時
の
験
制
は
、

青
地
帥
ぜ
し
υ
旬
、
市
町
サ
付
し
て
之
ナ
ゲ
磁
か
し
め
た
に

起

じ

、
次
い
で
本
保
十
太
夫
以
守
宇
一r
中
前
と

M
じ
〈
、

F

の
先
組
は
品
山
氏
に
引

へ
て
ご
百
石
を
受
け
た
-か
、

町小校
トh
付・
筒
川小
門
向
日
絞
方
御
則
Y
敬
同
日
・助
敬
・助

教

っ

た

。

山

間

爪

部

助

吟

佐

艇
と
川
じ
〈
し
、
財
級
人
政
不
定
で
一
大
一
止
訂
作
ヰ
家
の
滅
亡
と

uハ
に
郎
践
し
た
も
の
で
あ

加
入
t
訓
導
・制
部
加
入
・
訓
部
加
入
市

制
京
・句
約

一
円一
-
U
附
計

m
l前
川
利
誕
の
時
に
及
び
、
入
山
川
な

-
あ
ろ
が
、
先
づ
六
人
と
し
、
組
制
・物
別
・活
断
等
か

一
る
。
能
雲

仙に
・『
間
町
村
に
前
き
百
姓
あ
り
。
k

げ
か

仰
で
あ
っ
た
。

w

-

る刊
川
一間
前
…
山
治
樹
の
m
u
m肋
や
修
治
し
亡
、
市
川
加
の

一
ら
勲
一
手
元
こ
と
に
な
っ
た

o
m
g
H御
則
は
ま
た

一
し
出
山
家
領
地
の
問
分
扶
持
賜
は
り
し
古
の
子
協
に

2
0盟
畑仕
h

・
純
一
武
郎
の
胸
止

i
天
保
以
後
殆
ど
戸

線
刑
判
そ
こ
、
に
於
い
て
す
る
こ
と
L
し
、
安
政
元
年

一
円
ア
校
則
自と
も
い
う
た
。

一
て
‘
出
山
門
会
話
卦
氏
等
辿
利
列
車
刷
出
永
一
一一jr
u

し
い
鋭
化
が
な
か
っ
た
が
、
盟
国
元
年
九
月
経
武
郎

十
一
月
自
ら
時
国
削
船
と
諒
し
た
前
矧
そ
柄
げ
た
。
そ

一

育
ツ

コ
ウ
ガ
h
F
ゴ
ヨ
ウ
ヌ
シ
ヅ
キ
昌
一夜
方
御
用

一
あ
る
接
持
出
守
勢
辿
今
に
所
持
占
9
0』
と
あ
る
。

そ
MM術
俗
に
A
H
制
し
た
o
又
同
年

十
二

月

四

民

教

の

空

言

、
有
三
年
間
制
調
甘
か
ら
起
。
、
作
制
そ
の
主

主
附

人
倣
不
定
で
、
年
山
市
が
之
に
任
じ
、
室
七

一

カ
ツ
ダ
カ
ツ
ツ
ラ

勝
目
一

貫
』
ク
ラ
ヤ
キ

ハ

部
の
お
に
時
僻
伊
官
設
け
る
に
及
び
、
政
伐
の
不
足
位
に
間
り
、
旬
叫
叫仰
な
ど
が
あ
っ
た
。

信
役
か
ら
J
h
加
り
勤
め
た
O

山削山
川
治
術
が
文
武
闘
尽
絞

一
エ
品
川
原
諸
兵
衛
。

や
一生
じ
た
か
ら
‘
陪
阻
の
儒
者
を
積
一
附
し
亡
助
教
版

-
会
一
〉
有
仙
似
|
大
明
寺
川
附
の
抗
感
校
キ
一い
号
た
o
間

一
主
知
設
す
る
に
先
だ
ち
、
町
政
三
年
十
月
十
一
日
出
世
一

カ
ツ
テ
ガ
h
F
ゴ
ヨ
ウ

勝
手
方
御
用

御
勝
手
方

と
し
、
問
時
に
器
犯
手
一
新
殺
の
桝
々

・
跡叫ん

二
郎

一
郎
は
密
政
四
年
間
五
月
什
三
日
で
、
引
受
…凶
・
門
付

↑
村
山
川
引
・船
山
陥
従
・前
一川
キ
友
三
人
に
初
め
て
之
そ

一
御
用
中
山
附
は
人
数
不
定
で
、
年山市
・家
主
位
か
ら
之

に
移
し
て
、
盟

畑出阜市り
勾

HM
mキI
隠
し
た
。
二
年
三

一
等
の
臓
が
あ
っ
た
o
各
流
の
削
節
・師
範
'Y
部門
・指
引
・
一
命
ぜ
ら
れ
た
に
起
り
、
以
来
山
出
納
し
た
。
同
ヤ
校
方
御

一
世
勤
め
た
。
平
保
十
七
年
奥
村
内
需
岡
山
田
・
王
到
山

且

ま

た

喜

請

を

殴

定

L
、

2
5
-E
-敬指
引
加
入
が
出
席
し
て
、
創

給

そ

の

仙

の

真

喜

一
用
誌
は
ま
た
誌
と
も
い
う
た。

一
班
点
州
問

詰

め

て

こ

の

職
に
命
ぜ
ら
れ
、

E
一
一

授
叫
す
の
名
を
隠
し
、
新
た
に
思
政
・
軍
政
二
四日
を
設

へ
た
Y

一

ガ
ツ

コ
ウ
ヨ
コ
メ

翠
校
横
自

然
校
御
続
日
は

一
年
に
奥
村
丹
後
{
寸
佐
古
、
叩M
M
m
十
年
に
前
回
土
的
可

け
、
知
邸
・
削
知
郡
・智
淀
・
二
等
部
市
安
置
さ
、
文
(
四
〉
明
治
円
以
後

l
前
削
利
也
の
時
、
明
治
一

二
ヰ
三
月

一
白
山
政
四
年
二
月
十
一
日
新
た
に
松
担
率
三
郎
・木
村

一
一也羽
、
明
利
八
年
に
村
主
人
兵
術
M

容
が
各
命
ぜ
ら

間
話
に
文
内
説
明
附
、武
門
司
問
問
に
武
川
公
明
附
な
む
い
た
。

頃
町内可制
の
改
革
を
附
ーり
、
昨
古
川
の
地
一
川
内
に
磁
正

一
武
田太
夫
・巾
村
十
郎一
中
の
三
か
れ
か
任
ぜ
ら
れ
た
に
起

一
れ
た
後
泌
約
し
た
。
御
勝
手
方
御
問
中
山
附
は
一
滞
の

問
年
六
月
十
七
日
前
川
院
第
金
問
滞
知

mと
な
り
、

-m
-迷
材
会
・成
管
台
・
山
手
合
ー
そ
訟
て
、
文
別
に
縦

一
る

o夫
よ
り
以
後
法
制
す
ろ
が
、
人
政
は
さ
£っ

て

一
合
計
閥
抗
桝
の
肢
怪
川
町
泌
を
慰
る

o
Z士
山
川
に
邸
す
る

従
来
の
県
政
・同
地
政
二
間
引
を
雌
し
、

一史
め
て
円
山
政
・兵

一
線
加
を
む
き
C
灯
式
桜
紋
に
似
し
、
士
官
邸
世
成
の
銘

一
mhな
か
っ
た。

一
裕
士
の
御
勝
手
方
御
則
は
、
初
め
凶
作
田中
行
の
内
舟

政
二
係
を
置
き
、

椛
少
盗
事
・
正
椛
大
少
届
・
史
生
・
一
に
兵
安

E-附
屈
せ
し
め
た
o
耐

L
亡
川
計
館
と
有

ト

カ
ツ
シ
ゲ

勝
重
加
賀
の
刀
工
。
一
辿
抑
制
庄
市
o

一
ら
品
淀
川
し
、
安
詰
号
泣
月
十
五
日
阿
山間
一
中
之
訴
、

HW輩
出
仕
青
山
制
任
し
亡
、
望
日
行
政
及
び
敬
授
の
任

-m仰
と
は
、
そ
の
中
心
校
舎
と
し
亡
向
阿
部
の
如
く
に

一
関
長
の
勝
誌
の
子
で
あ
る
と
い
ふ
O

前
川
利
治
が

え

間

年

七
且
六
日
小
松
部
兵
術
の
任
命
後
は
別
に
命
せ

た
分
的
せ
し
め
た
o
次
い
で
同
-
一
存
文
武
官
刊
任
班

-
存
L
、
賢
正
加
は
凶作
祭
、
建
初
令
は
計
約
症
の
泌
駅
、
一
郎
三
年
魅
巾
瑞
郎
寺
に
街
地
し
た
こ
十
二
万
巾
に
、

-
V
れ
て
十
俄
人
銭
的
し
、
後
亦
改
作
奉
行
の
衆
畑
町
と

列
一
詑
酬
を
改
定
し
た
時
、
間
十
校
に
少
邸
・揃
少
脳
結
成
徳
令
は
明
治
三
年
一
出
口月
尚
知
合
と
町
め
ら
れ
、
泌

一
川
州
小
訟
伎
一
際
限
勝
一
肢
が
あ
る
。

一
同
総
に
な
っ
た
。
滞
米
に
於
け
る
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